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ものは 141 件です。
平成 24（2012）年度は、4 件の事業の準備書

（最終処分場建設事業 2 件、風力発電施設建設
事業 2 件）について、地域及び事業の特性を考
慮し、大気環境や水環境の保全、希少動植物の
保護と生態系の保全、廃棄物の適正管理等につい
て配慮するよう三重県環境影響評価委員会の答申
を受けて、意見を述べました。
  また、環境影響評価手続きであらかじめ調査・予
測・評価を行った内容について、事業者自らで実
際の影響を調査し、また、影響が大きい場合にど
のように対処を行ったかをまとめた事後調査報告
書の送付が、15 件ありました。

従来の「みえ環境活動賞」をリニューアルし、
個人、ＮＰＯ、企業、学校等が行う環境保全等の
活動や環境経営の取組の中から、特に優れた取組
を表彰する「みえ環境大賞」を創設しました。第
1 回となる平成 24（2012）年度は 55 件の応募
があり、環境活動部門 5 件、環境経営部門 3 件を
「みえ環境大賞」として表彰しました。

環境影響評価制度、いわゆる環境アセスメント
は、開発事業等が環境に及ぼす影響について、事
業者が事前に調査・予測及び評価を行って、その
結果を公表し、これに対する環境保全の見地から
の知事、関係市町長、住民等の意見を聴いた上
で、事業者自らが環境配慮を行い開発事業等を実
施することにより、自然環境・生活環境を保全して
いくための制度です。

本県では昭和 54(1979) 年に「環境影響評価
の実施に関する指導要綱」を制定して以来、この
制度により環境保全を進めてきましたが、平成９
(1997) 年６月に環境影響評価法が制定されたこ
とに伴い、本県の環境影響評価制度についても、
制度の充実・強化を図るため、平成 10(1998) 年
12 月に「三重県環境影響評価条例」を制定し、
平成 11(1999) 年６月 12 日から全面施行しまし
た。

条例は、一定規模以上の開発事業等に対し、環
境の保全について適正な配慮を確保することを目
的とし、従来の要綱に比べ、土石の採取・鉱物の
掘採などの追加や規模要件の引き下げにより対象
事業の範囲を拡大しています。

また、調査・予測及び評価の項目や手法の決定
段階での公表や、住民等が事業者に対し意見書を
提出できる機会の増加など住民等の参画機会の拡
大・充実が図られました。

なお、条例に基づく手続きの体系は、図３ー４ー
１に示すとおりです。

また、要綱施行も含め、平成 24(2012) 年度末
までに評価書作成までの一連の手続きが終了した
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三重県環境基本条例第５条では、事業者の責務
として「事業者は、市町長等と環境の保全に関す
る協定を締結するように努めなければならない」
と規定しています。

環境保全協定は、従来の公害防止協定の範囲
を広げ、緑化の推進等の自然環境の保全に関す
る項目を含むものであり、環境関係の諸法令等を
補完するものとして、地域の自然的、社会的条件
や、事業活動の実態に即応したきめ細かい指導が
可能であることから、市町等では環境汚染を防止
するための有効な手段として広く活用されていま
す。

従来の公害防止協定を含む環境保全協定の締
結件数は平成 24(2012) 年度末で 1,302 件とな
っています。

本県における公害健康被害者の発生は、四日市
塩浜地区の石油化学コンビナートが本格的に操業
を始めた昭和 35(1960) 年頃からみられるように
なり、付近の住民の間に気管支ぜん息をはじめと
する呼吸器系疾患（いわゆる「四日市ぜん息」）
が多発し、大きな社会問題となりました。

こうした事態に対応するため、公害健康被
害者を救済する制度の整備が進められ、昭和
40(1965) 年５月には、四日市市単独による公害
健康被害者の医療救済制度（自己負担分を市が
負担）が全国に先駆けて発足しました。

国においても、昭和 44(1969) 年 12 月に、「公
害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」
が制定され、公害健康被害者として認定された方
に対する医療費、医療手当及び介護手当の支給が
行われるようになり、昭和 49(1974) 年９月には、
「公害健康被害補償法」が施行され、医療費等
に加え障害補償費や遺族補償費など財産的損失
に対する補償の給付も行われるようになりました。

これらの法制度において、本県では、四日市市
の臨海部から中心部にかけての市街地と旧楠町全
域が指定地域として定められ、同地域に一定期間
以上居住または通勤して健康に被害を受けた方が
公害健康被害者として認定されました。

その後、大気環境の改善の状況をふまえ、昭和

工場・事業場の新・増設に伴う公害の未然防止
を図るため、昭和 47(1972) 年７月に「三重県公
害事前審査会条例」を制定し、公害事前審査を
実施しています。

審査の重点は、①公害防止施設等に関する技
術的検討、②工場等からの排出物質による周辺環
境に及ぼす影響、③法または条例に基づく排出基
準等の適合性についてであり、学識経験者による
慎重な検討が行われます。

平成 24(2012) 年度末までに審査を実施したの
は、189 件です。
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